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厚
生
労
働
省
が
八
月
一
九
日
に
発
表
し
た

「
平
成
二
五
年
度
雇
用
均
等
基
本
調
査
（
確

報
版
）」
に
よ
る
と
、
課
長
職
以
上
の
管
理

職
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
六
・
六
％
と
な

り
、二
年
前
の
調
査
（
二
○
一
一
年
度
、六
・

八
％
）
よ
り
○
・
二
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

調
査
は
、
男
女
の
均
等
な
取
り
扱
い
や
仕

事
と
家
庭
の
両
立
な
ど
に
関
す
る
雇
用
管
理

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
毎
年
実
施

し
て
い
る
。

　

今
回
調
査
は
、
二
○
一
三
年
一
○
月
一
日

現
在
の
状
況
に
つ
い
て
、
管
理
職
へ
の
女
性

登
用
や
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
尋
ね
た
企
業
調
査
（
対
象
企

業
六
一
一
五
社
、
有
効
回
答
三
八
七
四
社
、

有
効
回
答
率
六
三
・
四
％
）
と
育
児
休
業
や

介
護
休
業
の
利
用
状
況
な
ど
に
つ
い
て
聞
い

た
事
業
所
調
査
（
対
象
五
八
六
二
事
業
所
、

有
効
回
答
四
一
一
一
事
業
所
、
有
効
回
答
率

七
○
・
一
％
）
の
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も

の
。
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
と
育
児
休

業
の
利
用
状
況
は
毎
年
調
査
し
、
そ
れ
以
外

は
数
年
お
き
に
実
施
し
て
い
る
。

 

企
業
調
査

　
「
日
本
再
興
戦
略
改
訂
版
」（
平
成
二
六
年

六
月
二
四
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
女
性
の
活

躍
推
進
を
柱
の
ひ
と
つ
に
据
え
、「
二
○
二
○

年
に
指
導
的
地
位
に
占
め
る
女
性
の
割
合
三

○
％
」
を
目
標
に
掲
げ
る
。

　

今
回
調
査
で
は
、
隔
年
で
調
査
し
て
い
る

管
理
職
へ
の
女
性
の
登
用
状
況
に
つ
い
て
も

明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
管
理

職
全
体
（
課
長
相
当
職
以
上
、
役
員
含
む
）

に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
六
・
六
％
と
な
り
、

二
年
前
の
前
回
調
査
（
二
○
一
一
年
度
、六
・

八
％
）
よ
り
○
・
二
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。

　

こ
れ
を
役
職
別
に
み
る
と
、
部
長
相
当
職

（
二
○
一
一
年
度
四
・
五
％
→
二
○
一
三
年

度
三
・
六
％
）
は
○
・
九
ポ
イ
ン
ト
低
下
し

た
も
の
の
、
課
長
相
当
職
（
同
五
・
五
％
→

同
六
・
○
％
）
は
○
・
五
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し

て
お
り
、
部
長
相
当
職
の
低
下
が
全
体
を
押

し
下
げ
た
模
様
だ
。

　

時
系
列
で
み
る
と
、
部
長
相
当
職
は
一
九

九
八
年
度
（
一
・
二
％
）
か
ら
緩
や
か
な
上

昇
を
続
け
て
き
た
も
の
の
、
今
回
調
査
（
二

○
一
三
年
度
、
三
・
六
％
）
で
は
前
回
調
査

比
で
低
下
。
一
方
、
課
長
相
当
職
は
一
九
九

五
年
度
（
二
・
○
％
）
か
ら
緩
や
か
な
右
肩

あ
が
り
の
カ
ー
ブ
を
描
き
、
今
回
調
査
も
、

上
昇
ト
レ
ン
ド
を
維
持
し
て
い
る
。

　

一
方
、係
長
相
当
職
で
み
る
と
一
二
・
七
％

と
前
回
調
査（
二
○
一
一
年
度
、一
一
・
九
％
）

よ
り
○
・
八
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
時

系
列
で
み
る
と
、
二
○
○
六
年
度
（
一
○
・

五
％
）
か
ら
女
性
が
一
割
以
上
を
占
め
る
。

加
え
て
、
係
長
相
当
職
以
上
で
み
る
と
、
比

較
可
能
な
一
九
九
五
年
度
（
四
・
七
％
）
か

ら
み
る
と
、
ほ
ぼ
倍
増
の
九
・
○
％
と
な
り
、

女
性
幹
部
候
補
の
裾
野
は
着
実
な
広
が
り
を

み
せ
る
。

四
割
弱
が
女
性
登
用
の
取
り
組
み
を
実
施

　

今
回
調
査
で
は
、
女
性
の
管
理
職
登
用
に

向
け
た
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
も
新
た
に

尋
ね
た
。

　

そ
の
結
果
、
全
体
の
三
八
・
二
％
の
企
業

が
女
性
登
用
に
向
け
た
な
ん
ら
か
の
取
り
組

み
を
実
施
し
て
い
る
と
回
答
し
た
。
そ
の
内

容
（
複
数
回
答
）
は
、「
候
補
者
の
把
握
と
計

画
的
な
育
成
」（
四
八･

四
％
）
が
ト
ッ
プ
。

以
下
、「
管
理
職
に
対
す
る
女
性
部
下
育
成
に

関
す
る
意
識
啓
発
（
研
修
な
ど
）」（
二
七
・

三
％
）、「
出
産
・
育
児
に
よ
る
休
業
な
ど
が

ハ
ン
デ
ィ
と
な
ら
な
い
よ
う
な
評
価
方
法
の

導
入
や
役
職
登
用
条
件
の
見
直
し
」（
二
六
・

九
％
）
が
上
位
に
並
ぶ
。
一
方
、「
目
標
人
数

や
目
標
比
率
の
設
定
」（
九
・
二
％
）
や
「
転

勤
を
役
職
登
用
条
件
と
す
る
こ
と
の
見
直

し
」（
二
・
一
％
）
に
取
り
組
む
企
業
は
相
対

的
に
少
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
女
性
管
理
職
が
少
な
い
（
一
割

未
満
）
企
業
、
も
し
く
は
、
ま
っ
た
く
女
性

が
い
な
い
役
職
区
分
が
ひ
と
つ
で
も
あ
る
企

業
に
、
そ
の
理
由
（
複
数
回
答
）
を
尋
ね
る

と
、「
現
時
点
で
は
、
必
要
な
知
識
や
経
験
、

判
断
力
等
を
有
す
る
女
性
が
い
な
い
た
め
」

（
五
八
・
三
％
）
が
も
っ
と
も
多
く
、
以
下
、

「
女
性
が
希
望
し
な
い
た
め
」（
二
一
・
○
％
）、

「
将
来
管
理
職
に
就
く
可
能
性
の
あ
る
女
性

は
い
る
が
、
現
在
、
管
理
職
に
就
く
た
め
の

在
職
年
数
等
を
満
た
し
て
い
る
者
は
い
な
い

た
め
」（
一
九
・
○
％
）
が
続
い
た
。「
全
国

転
勤
が
あ
る
た
め
」（
二
・
○
％
）、「
上
司
・

同
僚
・
部
下
と
な
る
男
性
や
顧
客
が
女
性
管

理
職
を
希
望
し
な
い
た
め
」（
一
・
八
％
）
と

回
答
し
た
企
業
は
僅
か
に
と
ど
ま
っ
た
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
は 

大
手
が
先
行

　

一
方
、
男
女
労
働
者
間
に
事
実
上
生
じ
て

い
る
格
差
の
解
消
を
目
的
と
し
た
企
業
の
自

主
的
か
つ
積
極
的
な
取
り
組
み
で
あ
る
「
ポ

ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」に
つ
い
て
は
、「
取

り
組
ん
で
い
る
」
が
二
○
・
八
％
（
二
○
一

二
年
度
、三
二
・
五
％
）、「
今
後
、取
り
組
む
」

が
一
四
・
○
％
（
同
一
二
・
一
％
）
と
な
る

一
方
、「
今
の
と
こ
ろ
取
り
組
む
予
定
は
な

い
」
が
六
三
・
一
％
（
同
五
四
・
○
％
）
と

な
っ
た
。「
取
り
組
ん
で
い
る
」
企
業
割
合

が
一
一
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
下
す
る
一
方
、「
取

り
組
む
予
定
は
な
い
」
企
業
割
合
は
九
・
一

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
厚
労
省
担
当
者
は
、

「
企
業
が
男
女
に
か
か
わ
り
な
く
人
材
育
成

し
て
い
る
こ
と
が
（
低
下
の
）
背
景
の
ひ
と

つ
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
話
す
。

　

一
方
、「
取
り
組
ん
で
い
る
」
企
業
を
規
模

別
に
み
る
と
、
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の

割
合
が
高
く
、
五
○
○
○
人
以
上
は
六
四
・

○
％
（
二
○
一
二
年
度
、
七
一
・
四
％
）、

一
○
○
○
～
四
九
九
九
人
は
四
一
・
八
％（
同

六
四
・
一
％
）、三
○
○
～
九
九
九
人
は
三
二
・

四
％
（
同
五
二
・
四
％
）、
一
○
○
～
二
九

九
人
は
二
七
・
四
％
（
同
三
六
・
五
％
）、

三
○
～
九
九
人
は
一
七
・
二
％
（
同
二
九
・

四
％
）、
一
○
～
二
九
人
は
一
四
・
八
％
（
同

ト
ピ
ッ
ク
ス

雇
用
管
理

2

民
間
企
業
で
働
く
女
性
管
理
職
の
割
合
は
六
・
六
％
に
―
―
厚
労
省
調
査
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二
○
・
四
％
）
と
な
る
。

意
欲
と
能
力
の
あ
る
女
性
を 

採
用
・
登
用

　

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
「
取
り
組

ん
で
い
る
」
企
業
が
、
効
果
が
あ
っ
た
と
さ

れ
る
事
項
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、ト
ッ

プ
が
「
男
女
と
も
に
職
務
遂
行
能
力
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
意
識
を
高
め
る
た

め
」
で
四
○
・
九
％
（
二
○
一
一
年
度
、
三

九
・
六
％
）、
以
下
、「
女
性
の
能
力
が
有
効

に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
の
効
率

化
を
図
る
た
め
」
が
三
二
・
二
％
（
同
三
五
・

○
％
）、「
男
女
社
員
の
能
力
発
揮
が
生
産
性

向
上
や
競
争
力
強
化
に
つ
な
が
る
た
め
」
が

三
○
・
六
％
（
同
二
七
・
二
％
）
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、「
取
り
組
ん
で
い
る
」
企
業
に
お

け
る
取
り
組
み
事
項
（
複
数
回
答
）
を
み
る

と
、
男
女
共
通
の
事
項
で
は
、「
人
事
考
課
基

準
を
明
確
に
定
め
る
（
性
別
に
よ
り
評
価
す

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
）」が
六
八
・
○
％（
二

○
一
一
年
度
、
六
八
・
一
％
）、「
パ
ー
ト
・

ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
対
象
と
す
る
教
育
訓
練
、

正
社
員
・
正
職
員
へ
の
登
用
等
の
実
施
」
が

五
五
・
九
％
（
同
五
六
・
二
％
）、「
出
産
や

育
児
等
に
よ
る
休
業
等
が
ハ
ン
デ
ィ
と
な
ら

な
い
よ
う
な
人
事
管
理
制
度
（
教
育
訓
練
を

含
む
）、能
力
評
価
制
度
等
の
導
入
」が
五
二
・

○
％
（
同
四
五
・
一
％
）
と
な
る
。
一
方
、

女
性
の
み
が
対
象
の
取
り
組
み
で
は
、「
女
性

が
い
な
い
又
は
少
な
い
職
務
に
つ
い
て
、
意

欲
と
能
力
の
あ
る
女
性
を
積
極
的
に
採
用
」

が
四
六
・
六
％
（
同
三
五
・
二
％
）、「
女
性

が
い
な
い
又
は
少
な
い
職
務
に
つ
い
て
、
意

欲
と
能
力
の
あ
る
女
性
を
積
極
的
に
登
用
」

が
三
八
・
七
％
（
同
三
二
・
二
％
）
な
ど
の

回
答
が
目
立
つ
。

　

一
方
、「
今
の
と
こ
ろ
取
り
組
む
予
定
は
な

い
」
企
業
の
理
由
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て

は
、「
男
女
に
か
か
わ
り
な
く
人
材
を
育
成
し

て
い
る
た
め
」（
五
○
・
九
％
）
と
も
っ
と
も

多
く
、
以
下
、「
女
性
が
少
な
い
あ
る
い
は
全

く
い
な
い
」（
二
九
・
五
％
）、「
既
に
十
分
に

女
性
が
能
力
発
揮
し
、
活
躍
し
て
い
る
た

め
」（
二
三
・
六
％
）
が
続
く
。　

 

事
業
所
調
査

　

事
業
所
調
査
で
は
、
育
児
休
業
や
介
護
休

業
の
利
用
状
況
、
母
性
健
康
管
理
な
ど
に
つ

い
て
尋
ね
た
。

　

育
児
休
業
に
つ
い
て
は
、
二
○
一
一
年
一

○
月
一
日
か
ら
二
○
一
二
年
九
月
三
○
日
ま

で
の
一
年
間
に
在
職
中
に
出
産
し
た
女
性
の

う
ち
、
二
○
一
三
年
一
○
月
一
日
ま
で
に
育

児
休
業
を
開
始
し
た
者
（
育
児
休
業
の
申
出

を
含
む
）
の
割
合
は
八
三
・
○
％
と
な
り
、

前
回
調
査
（
二
○
一
二
年
度
、八
三
・
六
％
）

よ
り
○
・
六
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。
一
方
、

同
時
期
に
配
偶
者
が
出
産
し
た
男
性
の
う
ち
、

二
○
一
三
年
一
○
月
一
日
ま
で
に
育
児
休
業

を
開
始
し
た
者
（
申
出
を
含
む
）
の
割
合
は

二
・
○
三
％
で
、前
回
調
査（
同
一
・
八
九
％
）

よ
り
○
・
一
四
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。

　

育
児
休
業
取
得
率
を
時
系
列
で
み
る
と
、

男
性
は
二
○
○
七
年
度
（
一
・
五
六
％
）
に

一
％
を
超
え
た
後
、
上
下
動
を
繰
り
返
し
な

が
ら
緩
や
か
な
右
肩
あ
が
り
の
カ
ー
ブ
を
描

く
。
今
回
調
査
（
二
・
○
三
％
）
は
、
過
去

最
高
の
二
○
一
一
年
度
（
二
・
六
三
％
）
に

次
ぐ
水
準
と
な
り
、
政
府
目
標
（
二
○
二
○

年
度
、
一
三
％
）
と
の
距
離
を
僅
か
に
縮
め

た
。
一
方
、
女
性
の
育
児
休
業
取
得
率
は
、

一
九
九
六
年
度
（
四
九
・
一
％
）
か
ら
一
貫

し
て
右
肩
上
が
り
で
上
昇
を
続
け
、
ピ
ー
ク

は
二
○
○
八
年
度
の
九
○
・
六
％
、
以
降
は
、

八
○
％
台
で
推
移
し
て
い
る
も
の
の
、
足
元

で
は
二
○
一
一
年
度
（
八
七
・
八
％
）
を
境

に
、
一
二
年
度
（
八
三
・
六
％
）、
一
三
年

度
（
八
三
・
○
％
）
と
二
年
連
続
の
低
下
と

な
る
。
厚
労
省
担
当
者
は
、「
両
立
支
援
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
、
短
時
間
勤

務
制
度
な
ど
育
児
休
業
以
外
を
利
用
し
て
い

る
こ
と
が
背
景
の
ひ
と
つ
に
あ
る
か
も
し
れ

な
い
」
と
話
す
。

半
数
以
上
の
事
業
所
で 

介
護
の
実
態
を
把
握

　

一
方
、
介
護
休
業
制
度
の
利
用
状
況
に
つ

い
て
み
て
み
る
と
、
二
○
一
二
年
四
月
一
日

か
ら
二
○
一
三
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
介
護

休
業
を
取
得
し
た
者
が
い
た
事
業
所
の
割
合

は
一
・
四
％
（
二
○
一
二
年
度
、
一
・
四
％
）

と
前
回
調
査
と
同
率
と
な
る
。

　

介
護
休
業
者
割
合
に
つ
い
て
は
、
常
用
労

働
者
に
占
め
る
介
護
休
業
者
の
割
合
は
○
・

○
六
％
（
二
○
一
二
年
度
、
○
・
○
六
％
）

で
、
男
女
別
に
み
る
と
、
女
性
は
○
・
一
一
％

（
同
○
・
一
二
％
）、男
性
は
○
・
○
二
％
（
同

○
・
○
二
％
）
と
な
り
、
女
性
が
微
減
し
た
。

　

一
方
、
今
回
調
査
で
は
、
仕
事
と
介
護
の

両
立
に
向
け
た
職
場
環
境
整
備
の
取
り
組
み

状
況
に
つ
い
て
も
新
た
に
尋
ね
た
。
介
護
の

問
題
を
抱
え
て
い
る
従
業
員
が
い
る
か
ど
う

か
実
態
把
握
し
て
い
る
事
業
所
の
割
合
は
五

一
・
七
％
と
半
数
以
上
に
の
ぼ
っ
た
。
把
握

方
法
（
複
数
回
答
）
は
、「
自
己
申
告
制
度
等

で
把
握
し
た
」（
六
○
・
七
％
）
が
も
っ
と
も

多
く
、「
直
属
の
上
司
等
の
面
談
で
把
握
し

た
」（
五
○
・
二
％
）
が
続
い
た
。

　

仕
事
と
介
護
の
両
立
に
向
け
た
職
場
環
境

の
整
備
に
つ
い
て
現
在
、「
取
り
組
ん
で
い

る
」
事
業
所
の
割
合
は
五
七
・
三
％
と
な
っ

た
。
取
り
組
み
内
容
（
複
数
回
答
）
に
つ
い

て
は
、「
介
護
休
業
制
度
や
介
護
休
暇
制
度
等

に
関
す
る
法
定
の
制
度
を
整
え
る
こ
と
」（
八

四
・
三
％
）
が
群
を
抜
き
、
以
下
、「
制
度
を

利
用
し
や
す
い
職
場
づ
く
り
を
行
う
こ
と
」

（
二
七
・
六
％
）、「
従
業
員
の
仕
事
と
介
護

の
両
立
に
関
す
る
実
態
把
握
や
ニ
ー
ズ
把
握

を
行
う
こ
と
」（
二
三
・
六
％
）、「
介
護
に
直

面
し
た
従
業
員
を
対
象
に
仕
事
と
介
護
の
両

立
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
」（
二

二
・
九
％
）
が
続
い
た
。

半
数
近
く
の
事
業
所
が 

通
院
休
暇
を
設
け
る

　

均
等
法
で
は
、
妊
産
婦
の
た
め
の
保
健
指

導
ま
た
は
健
康
診
断
を
受
診
す
る
た
め
に
必

要
な
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
を
事
業
主
に
求

め
る
。
妊
産
婦
が
保
健
指
導
や
健
康
診
断
を

受
診
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
確
保
す
る

た
め
の
通
院
休
暇
の
規
定
が
あ
る
事
業
所
は

四
四
・
二
％
と
な
り
、
六
年
前
の
調
査
（
二

○
○
七
年
度
、
三
○
・
六
％
）
よ
り
一
三
・

六
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。

　

妊
娠
中
の
通
勤
緩
和
の
措
置
が
あ
る
事
業

所
は
三
六
・
七
％
と
な
り
六
年
前
の
調
査（
二

○
○
七
年
度
、
二
九
・
二
％
）
よ
り
七
・
五

ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
。
そ
の
内
容
（
複
数
回

答
）は
、「
勤
務
時
間
の
短
縮
」（
七
五
・
一
％
）

が
最
多
で
、
以
下
、「
時
差
通
勤
」（
六
六
・

七
％
）
が
続
く
。

　

一
方
、
通
常
の
休
憩
時
間
と
は
別
に
、
妊

婦
が
休
養
や
補
食
を
と
る
た
め
の
休
憩
に
関

す
る
措
置
の
規
定
が
あ
る
事
業
所
は
三
七
・

九
％
で
六
年
前
の
調
査
（
二
○
○
七
年
度
、

二
五
・
○
％
）
よ
り
一
二
・
九
ポ
イ
ン
ト
上

昇
。
規
定
の
内
容
（
複
数
回
答
）
は
、「
必
要

に
応
じ
た
休
憩
」（
六
七
・
三
％
）
が
最
多
で
、

「
休
憩
回
数
の
増
加
」（
四
四
・
九
％
）、「
休

憩
時
間
の
延
長
」（
四
○
・
九
％
）
が
続
く
。

（
調
査
・
解
析
部
）


